


2 7 問 

3 問 
5 問 

1 5 問 





貸金業者 

A 社 
総理大臣等 

登

録 
登録申請 



貸 金 業 を 営 む 者 

貸金業の登録を受けた者 貸 金 業 者 



●資金需要者である顧客 

●保証人になろうとする者 

顧 客 等 

● 債 務 者 

● 保 証 人 

債務者等 

資金需要者等 



顧 客 Ｂ 業 者 A 極度方式基本契約 

極 度 額 



顧 客 Ｂ 業 者 A 
極度方式基本契約 

貸付けに係る契約 

貸付けに係る契約 

貸付けに係る契約 



電 話 番 号 

ホ ー ム ペ ー ジ  ア ド レ ス 

電 子 メ ー ル  ア ド レ ス 

連 絡 先 等 



A 社 
総 理 大 臣 

登録申請 



A 社 
東京都知事 

登録申請 



貸 金 業 を 営 む 

貸 金 業 を 営 む 旨 の 表 示 ・ 広 告 

貸金業を営む目的で 貸付けの契約を勧誘する 



A 社 
総 理 大 臣 

登録通知 

登

録 

登 録 さ れ た 営 業 所 等 



現金自動設備 

現金自動支払機 

現金自動受払機 

主 任 者 設 置 

貸 付 け 条 件 等 の 掲 示 

帳 簿 の 備 付 け 

標 識 の 掲 示 



業 者 A 資金需要者等 

告げる行為 

虚 偽 の こ と 

不確実な事項について、断定的な判断 



業 者 A 資金需要者等 

告げない行為 

契 約 内 容 の う ち 重 要 な 事 項 



業 者 A 資金需要者等 

不正な行為 

不当な行為 

違 法 

違法ではないが、不適当 



A 社 東京都知事 

登

録 
総 理 大 臣 

登

録 



A 社 

親 会 社 株 主 

1/2 

株 主 

1/4 



本 店 

支 店 支 店 

統 括 

統 括 統 括 

課 長 等 

代 行 

5 0人以上 



死 亡 

合 併 に よ る 消 滅 

破 産 手 続 開 始 決 定 

合併、破産以外の解散 

貸 金 業 の 廃 止 

消滅した法人を代表する役員であった者 

そ の 破 産 管 財 人 



Ｘ 社 Ｂ 

A 社 金銭の貸借の媒介 

に 係 る 契 約 

貸金業者 

斡 旋   

金 銭 の 貸 付 け 

に 係 る 契 約 



業 者 A 

債務者Ｂ 

債 権 譲 渡 



業 者 A 

債務者Ｂ 

債 権 譲 渡 

書

面 



業 者 A 
債 権 譲 渡 

通

知 

総 理 等 

届

出 



A 社 
指 定 信 用 

情 報 機 関 

依 頼 

信 

顧 客 で あ る 資 金 需 要 者 等 

保 証 契 約 に 係 る 主 た る 債 務 者 



A 社 Ｂ 

同 意 

A 社 
指 定 信 用 

情 報 機 関 

依 頼 

信 



基
本
契
約 

顧 客 Ｂ 

10万円超 

5万円超 

業 者 A 

11万円 

6 万円 



基
本
契
約 

顧 客 Ｂ 

３ ヵ 月 ３ ヵ 月 

業 者 A 
10万円 

10万円以下 



Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

そ の 極 度 額 
1 0 0万円

超 

極度方式基本契約 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 
業 者 A 
源

泉 



B 社 

保証業者 

業 者 A 

営 業 的 

金 銭 消 費 貸 借 

元 本 極 度 額  ⇒  1 0 0 万 円 

元本確定期日⇒1年経過後の日 



業 者 A 

保証業者 

1 0 % 

通 知 

B 社 



債務者Ｂ 保証業者 

1 5 万 円 

1 0 万 円 

5 万 円 



債務者Ｂ 保証業者 

1 5 万 円 

1/2 

1/2 

7 . 5万円 

7 . 5万円 



１ ０ 万円 100万円 

年20% 
年18% 

年15% 



債務者Ｂ 業 者 A 
賠 償 額 の 予 定 

処 罰 

業として行う 年 2 0 % 



保証業者 

債務者Ｂ 業 者 A 

営 業 的 

金 銭 消 費 貸 借 



債務者Ｂ 

保 証 料 の 契 約 

保証業者 

利息の額 

法定上限額 



利 息 と 合 算 し て 年 2 0 % 

債務者Ｂ 保証業者 

処 罰 

保 証 料 の 契 約 



債務者Ｂ 

保 証 料 の 契 約 

保証業者 

利息の額 

年 2 0 ％ 





1 0 年 

業 者 A 

債務者Ｂ 

最 終 の 

返済期日 

基
本
契
約 

契

約 

契

約 

基本契約 

解除の日 



1 0 年 

業 者 A 

債務者Ｂ 

最 終 の 

返済期日 

基
本
契
約 

契

約 

契

約 

基本契約 

解除の日 



A 社 
貸 付 に 係 る 契 約 

Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 

貸 付 け る 金 額 

（ 極 度 額 ） 基

準

額 



A 社 Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 

基

準

額 



配偶者Ｂ 

業 者 A 
主 婦 Ｃ 

貸 付 に 係 る 契 約 

基
準
額 

基

準

額 



配偶者Ｂ 

業 者 A 
主 婦 Ｃ 

貸 付 に 係 る 契 約 

基
準
額 

基

準

額 



A 社 

貸 付 に 係 る 契 約 

Ｂ 

銀 行 

貸

付 



A 社 Ｂ 

契 約 

A 社 
指 定 信 用 

情 報 機 関 

個 



A 社 
貸 付 に 係 る 契 約 

Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

自社の貸付け残高 

（ 極度額 ）の合計 

貸 付 け る 金 額 

（ 極 度 額 ） 基

準

額 



業 者 A 

貸 付 に 係 る 契 約 

Ｂ 



基

準

額 

A 社 Ｂ 

貸付ける金額 



基

準

額 

A 社 Ｂ 

自社の貸付 

残 高 



A 社 貸 付 に 係 る 契 約 
Ｂ 

他社の貸付け残高 

の 合 計 

自社の貸付け残高 

（極度額 ） の合計 

貸 付 け る 金 額 

（ 極 度 額 ） 5 0万円
超 

1 0 0万円
超 

源

泉 



顧 客 Ｂ 業 者 A 極度方式基本契約 

変 更 契 約 

100万円 



顧 客 Ｂ 業 者 A 
極度方式基本契約 

3 0 万円 



顧 客 Ｂ 業 者 A 極度方式基本契約 

100万円 

貸付けに係る契約 

時 



顧 客 Ｂ 業 者 A 極度方式基本契約 

100万円 

貸付けに係る契約 

変 更 契 約 

基
時 




